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亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

投票所の投票

立会人 

立会時間が７時

間を超える者 

日額 １０，９００円  

立会時間が７時

間以下の者 

日額 ５，４５０円  

期日前投票所

の投票立会人 

立会時間が６時

間を超える者 

日額 ９，６００円  

立会時間が６時

間以下の者 

日額 ４，８００円  

開票立会人 日額 ８，９００円  

（略） （略）  

（略） （略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

投票所の投票立会人 日額 １０，９００円 

 

 

 

 

 

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，６００円 

 

 

 

 

 

開票立会人 日額 ８，９００円  

（略） （略）  

（略） （略） （略） 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

１ 建築基準法関係手数料 １ 建築基準法関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ （略） （略） （略） 

２ 法第７条第１項（法第８８

条第１項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく

検査の申請又は法第１８条第

２０項（法第８８条第１項に 

おいて準用する場合を含む。） 

の規定に基づく通知に対する

審査 

完了検査申請又は

完了通知の手数料 

３の表に定

める金額 

３ 法第７条の３第１項（法第

８８条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に基

づく検査の申請又は 法第

１８条第２８項（法第８８条

第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく通 

中間検査申請又は

特定工程工事終了

通知の手数料 

４の表に定

める金額 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ （略） （略） （略） 

２ 法第７条第１項（法第８８

条第１項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく

検査の申請又は法第１８条第

１６項（法第８８条第１項に 

おいて準用する場合を含む。） 

の規定に基づく通知に対する

審査 

完了検査申請又は

完了通知の手数料 

３の表に定

める金額 

３ 法第７条の３第１項（法第

８８条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に基

づく検査の申請又は同法第

１８条第１９項（法第８８条

第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく通 

中間検査申請又は

特定工程工事終了

通知の手数料 

４の表に定

める金額 
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知に対する審査   

４～１６ （略） （略） （略） 
 

 知に対する審査   

４～１６ （略） （略） （略） 
 

 ２～４ （略）  ２～４ （略） 

 


